
４．各事業の概要 
 

平成１４年度 治水関係事業の概要 

１．治水関係事業予算総括表                    (単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

 

  

治水関連事業 

河川事業 

  

  

建設機械設備 

  

  

多目的ダム建設事業 

  

  

河川総合開発事業 

  

  

  

砂防事業 

  

  

急傾斜地崩壊対策事業 

  

  

小     計 

  

  

  

  

  

都市水環境整備事業

都市水環境整備事業 

  

  

  

合     計 

  

  

  

  

  

直  轄

補  助

直  轄

直  轄

直  轄

補  助

直  轄

補  助

補  助

総  額

直  轄

補  助

直  轄

補  助

総  額

直  轄

補  助

７７，２３７

４７，４５９

２８３

（２０，９２５）

１９，７４５

（１４，４８８）

９，２８６

（９，３６９）

７，６８７

４，９９７

１３，８８０

２，８２６

（１９１，４６４）

１８３，３９９

（１１７，９３０）

１１１，５４８

（７３，５３４）

７１，８５２

２，３６５

２３１

（１９４，０６０）

１８５，９９５

（１２０，２９５）

１１３，９１３

（７３，７６５）

７２，０８３

 

注） ダム事業にあたっては、上段（ ）書は利水者負担金を含む額。 

平成１４年度には、この他に急傾斜地崩壊対策事業調査費補助 事業費２７百万円、 

雪崩対策事業費補助 事業費１４４百万円がある。 

四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 



 

２．主な新規事業着手箇所及び完成予定箇所 
 

１） 主な新規事業着手箇所  

河川事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

光ファイバー整備 留萌川 留萌市   

桜づつみモデル事業 天塩川 士別市   

水辺の楽校 音更川 音更町   

利別川 池田町   

水辺プラザ（河川環境整備事業） 湧別川 遠軽町   

補助広域基幹河川改修 太櫓川 北檜山町   

補助準用河川改修 丘珠川 札幌市   

ウトナイ湖・美々川の自然再生と保全 ウトナイ湖・美々川 苫小牧市、千歳市   

砂防事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

補助通常砂防 常願寺川 大成町 ほか６流域 

補助地すべり 山手 日高町   

急傾斜地崩壊対策事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

補助急傾斜地 今金今金１ 今金町 ほか１箇所 

  

２） 主な完成予定箇所 

河川事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

雨竜川捷水路事業 石狩川 妹背牛町   

高島頭首工改築事業 利別川 池田町   

防災ステーション 石狩川 江別市 国の整備が完了 

ふるさとの川モデル事業 徳富川 新十津川町   

補助広域基幹河川改修 途別川 幕別町   

補助準用河川改修 ポロベツ川 札幌市   

ダム事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

補助ダム 天野川上ノ国ダム 上ノ国町   

砂防事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

補助通常砂防 病院の沢川 豊富町   

急傾斜地崩壊対策事業 

事   業   名 箇 所 名 市 町 村 名 備  考 

補助急傾斜地 熊石雲石 熊石町 ほか２箇所 

  



 

３．実施概要 （直轄） 
 

 

１ 治水事業 
 

[１] 河川事業                                 (事業費 ７９，６０２百万円） 

  石狩川、十勝川等重要水系に係る河川の整備を引き続き促進するとともに、特に、地方の個

性ある活性化、まちづくりを支援するため、地域の骨格を形成する根幹的治水事業を促進する。 

 また、地域住民の生活に密接な関係をもつ河川において、都市や地域の個性ある発展に資す

る治水、防災基盤、水環境の保全、整備を進める。 

 

（１） 直轄河川改修事業                          （事業費 ６５，３０８百万円） 

  一級河川 13 水系に係る河川及び２級河川のうち指定河川２水系について、地域の骨格を形

成する根幹的治水事業を促進するほか、掘削、浚渫、築堤の促進により流下能力の拡大を図る

とともに、河岸保護、漏水対策、内水対策等を促進する。また、千歳川の治水対策については、

千歳川流域治水対策全体計画検討委員会の提言を尊重し、治水計画の策定の手続きを進める

とともに、現在実施している浚渫、掘削、堤防強化等を促進する。 

 

一般河川                                   （事業費 ６３，８０８百万円） 

ア． 地域の骨格を形成する根幹的治水事業 

幾春別川新水路事業、牛朱別川分水路事業、千代田新水路事業、大和田遊水地事業等を

促進する。  

イ． 河川の生態系や景観に配慮した川づくり 

河川環境の保全整備を全ての改修事業において配慮するとともに、魚類・鳥類・昆虫など河

川の生態系に関わる調査である「水辺の国勢調査」を継続実施する。  

ウ． 異常洪水等防災対策の推進 

洪水発生時に破堤などが生ずると大きな被害が予想される地域において、河川防災ステー

ション（北広島市等）の整備を推進するとともに、大規模な災害発生時の避難道路等に活用す

る緊急用河川敷道路（豊平川）の整備を進める。 

また、土地区画整理事業との連携により治水安全度の向上と良好な宅地の供給に資する堤

防強化対策（豊平川）を実施する。  

エ． 河川情報網の整備の推進 

高度な情報網整備のための光ファイバー網（札幌市、留萌市等）を整備する。 

 

（２） 都市水環境整備事業                          （事業費２，３６５百万円） 

  （項）都市水環境整備事業費を新規立項し、これに直轄河川環境整備事業費を移項し、事業

の重点的な実施を図る。  

① 自然再生                                   （事業費  ４８４百万円） 

   釧路川における釧路湿原の保全や標津川の自然復元型川づくりに関する取組みを推進して

いくとともに、鵡川河口において干潟再生に本格的に着手する。  

② 水環境整備                                  （事業費１，２３１百万円） 

 ・茨戸川（石狩川下流：札幌市、石狩市）  

 ・網走湖（網走川：網走市、女満別町）  

③河川利用推進                                 （事業費  ６５０百万円） 

  石狩川下流、石狩川上流、十勝川６河川、４市６町で継続実施する。 

  



 

[２] ダム事業 （公共費２９，０３１百万円）

（利水者負担金含事業費３５，４１３百万円）

 

 

沙流川総合開発事業は河川整備計画の策定を受け、基本計画の変更などに必要な調査検討

を行う。忠別ダムは、本体コンクリート打設・盛立て等を進める。留萌ダムを本体基礎掘削を行う。

また、幾春別川総合開発は、本体着工に向けて、新桂沢ダムの取水放流設備の建設を促進す

る。サンルダムは用地補償、付替道路の建設を行う。 

 河川総合開発事業と国営かんがい排水事業（農林水産省所管）との共同事業である夕張シュー

パロダムは、付替道路、工事用道路の建設を進める。 

  

（１） 特定多目的ダム事業 

 建設ダム名 
平成１４年度事業費

（百万円） 
 主な実施内容 

 沙流川総合開発 ８５０   水文調査等 

 忠別ダム １２，５２２  
 本体コンクリート打設 

 本体盛立て 

 留萌ダム ３，８０４  
 転流工、本体基礎掘削 

 付替道路 

 幾春別川総合開発 ２，４０３  
 新桂沢ダム取水放流設備 

 三笠ぽんぺつダム転流工 

 サンルダム １，３４６  
 用地補償 

 付替道路 

計 ２０，９２５    

  

（２） 直轄河川総合開発事業 

 建設ダム名 
平成１４年度事業費

（百万円） 
 主な実施内容 

 夕張シューパロダム ６，５００  
 付替道路、 

 工事用道路、用地補償 

計 ６，５００    

  

（３） 直轄堰堤維持費 （利水者負担金含事業費 ６，８６７百万円）

 桂沢ダム、金山ダム、豊平峡ダム、大雪ダム、漁川ダム、岩尾内ダム、鹿ノ子ダム、十勝ダム、定

山渓ダム、美利河ダム、二風谷ダム、札内川ダム、滝里ダムの１３ダムの管理を行う。 

  

（４）直轄ダム周辺環境整備 （事業費 １，０３２百万円）

 金山ダムで貯水池周辺の環境整備を実施する。また、美利河ダムでは「魚のみち」設置を促進す

るほか貯水池水質保全を漁川ダムで、水環境改善を大雪ダムで実施する。 

  



 

[３] 砂防事業  （事業費 ４，９９７百万円）

 

噴火災害の危険性の高い十勝岳、樽前山の火山泥流対策と、市街化の著しい地域の整備に重

点を置いて実施する。また、迅速な警戒避難体制を確立するため、情報機器等土砂災害情報網の

整備を行う。 

 

（１） 直轄砂防事業 （事業費 １，５００百万円）

 

 

豊平川水系においては、都市域の土砂災害に対する安全性を高める床固工群の整備、砂防

樹林帯等の整備を実施する。十勝川水系においては、床固工群の整備を実施する。 

  

 実施水系名 
平成１４年度事業費

(百万円） 
 主な実施内容 

 豊平川 １，２１５  
 渓流保全工、 

 都市山麓グリーンベルト 

 十勝川 ２８５   床固工群 

計 １，５００    

 

（２） 

  

直轄火山砂防事業 （事業費 ３，４８７百万円）

 

石狩川上流水系においては、十勝岳の火山泥流対策を実施する。 

樽前山系においては、錦
にし

多
たっ

峰
ぷ

川２号遊砂地を促進する。 

  
 

 実施水系名 
平成１４年度事業費

(百万円） 
 主な実施内容 

 石狩川上流 ２，１３７   床固工群、砂防ダム 

 樽前山 １，３５０   遊砂地 

計 ３，４８７   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

鵡川河口干潟保全・再生 
 

 

１．現状と課題  

 

○ 多くの野鳥が飛来する鵡川河口周辺は、シギ・チドリ等、渡り鳥の重要ルートに位置しており、

野鳥が飛来する湿地を保護する国際ネットワーク「東アジア・オーストラリア地域シギ・チドリ類

湿地ネットワーク」への登録に向けて調査がすすめられている。 

○ しかしながら、昭和５０年代より、著しく干潟が減少し、これに伴い、渡り鳥の数も減少してい

る。 

○ 干潟が消失する危機に瀕している状況から、平成８年に学識者と地域の方々から構成され

る「鵡川河口に関する懇談会」を設置し、平成１２年に干潟再生等に関する提言をまとめた。 

○ また、提言を実効あるものとするため、地域の方々からなる「わくわくワーク・むかわ」が発足

し、登録に向けての調査、河川環境の観察を中心に保全に向けた活動を続けている。 

 

 

２. 平成１４年度の実施計画  

 

 懇談会提言の実現に向け、調査・試験を行っており、平成１４年度は、鵡川河口部の干潟再生

に本格的に着手する。  

 

○ 平成１３年度まで  

 ・干潟環境調査、変遷調査  

 ・干潟試験地造成（約１ha）及び試験地のフォローアップ調査  

 ・管理用道路  

 ・住民活動への支援（植樹のための基盤整備、専門家の派遣等）等  

 

○ 平成１４年度実施計画  

 ・干潟再生（約２.５ha）に着手（河口部を掘削することにより、人工的に干潟を造成）  

 ・管理用道路  

 ・住民活動への支援（植樹のための基盤整備、専門家の派遣等）等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鵡川干潟の現状（平成１１年９月撮影）              干潟の再生イメージ 

  



 

釧路川直轄河川環境整備事業 
 

 

○ ラムサール条約登録湿地であり、国立公園でもある釧路湿原は、近年、急速に乾燥化が進

み、植生の急激な変化がみられるなど、その保全・回復が緊急の課題となっている。 

こうした状況に鑑み、平成１３年３月には学識経験者、NPO、地元自治体、環境省等や、委

員会を運営する釧路開発建設部より構成される「釧路湿原の河川環境保全に関する検討委

員会」が、湿原保全のための提言をとりまとめたところであり、提言の中には「蛇行する河川へ

の復元」をはじめとし、１２の具体的な施策が示されている。 

 

○ 平成１４年度当初予算では、釧路川芽
かや

沼
ぬま

地区における蛇行河川復元のための掘削を実施す

る。 

 

○ 「蛇行する河川への復元」により、河川周辺の土地の氾濫頻度および地下水位が上昇し、湿

原植生の再生等が期待できることから、釧路湿原の保全・回復に寄与することとなる。 

 

○ 委員会提言に基づいた湿原保全対策の具体化を進めるため、関係行政機関の実務担当者

による「釧路湿原タスクフォース」において、具体的な計画づくりや施策の実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在（蛇行復元前）                     将来（蛇行復元後） 

 

  



 

平成１４年度完成  

雨竜川捷水路事業の完成 
 

 

 昭和５６、６３年洪水で大きな被害を受けた雨竜川下流域の抜本的な治水対策である雨竜川捷

水路を、平成１４年に完成させる。 

 雨竜川捷水路は、大鳳川新水路（平成１２年度完成）とともに、雨竜川及び大鳳川の洪水時の

水位を低下させるものであり、事業の完成により、沿川に広がる低平地の洪水被害の軽減が図

られる。 

 

・市町村名   妹背牛町  

・工   期   平成６年度～平成１４年度  

・捷水路延長  約２,１００m  

 

 

雨竜川捷水路事業 

 

 

また、水路掘削により発生した肥沃な土を農

地へ客土するとともに、大区画圃場を整備する

など、農業事業と連携して生産性の高い農地

の創出を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

平成１４年度新規  

ウトナイ湖・美々川の自然再生と保全 
 (補助事業） 

 

 

ウトナイ湖は、２００種類以上の鳥類が確認される野鳥の宝庫であり、１９８１年に「日本野鳥の

会」が全国で初めてサンクチュアリを設置し、１９９１年には日本で４番目のラムサール条約登録

湿地に指定されている。また、その主要な水源である美々川は、都市近郊にあって自然性と多様

性が保全された石狩低地帯の本来の姿を残す数少ない地域の一つとして、高く評価されている。 

しかし、近年周辺の土地利用の高度化が急速に進んだ影響で、①ウトナイ湖への土砂流入に

伴う湖水面積の減少と湿地の乾燥化、②硝酸性窒素濃度の上昇等ウトナイ湖と美々川の水質

の悪化、といった問題が生じている。 

このため、ウトナイ湖と美々川の自然を再生し、保全する河川事業に新たに着手する。 

 

 

ウトナイ湖・美々川の現況   

 

ウトナイ湖への堆積土砂量が増加し、湖水の窒素濃度が上昇するとともに、オオハクチョウの

飛来数が減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注） 全窒素のデータは、公供用水域の水質測定結果 

注） ウトナイ湖容量 約１５０万 m3（北海道の湖沼 １９９０年版） 

注） オオハクチョウの飛来数は冬季、ラインセンサス法による調査結果 

 

  



 

平成１４年度完成 

上ノ国
か み の く に

ダム建設事業 
 （補助事業） 

 

 

上ノ国ダムは、二級水系目
め

名
な

川
がわ

の補助多目的ダムとして、平成元年に建設着手した。平成１４

年度にはダムの安全性を確認するために現在実施中の試験湛水を終了し、事業完成の予定で

ある。 

 

 

期待される効果 

 

① ダム地点の計画高水 130m3／s のうち 120m3／s の洪水調節を行い、ダム下流の洪水被害

を軽減する。 

② 下流の既得用水の補給や魚などの生息環境を守り、河川としての機能を維持するための水

を確保する。 

③ 目名地区の農地に対するかんがい用水の補給を行う 

④ 江差町に対して 3,500m3／日の水道用水を供給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高水位を迎えた試験湛水中の上ノ国ダム(平成１４年３月１８日撮影） 

 



 

平成１４年度 海岸事業の概要 

 

１．海岸事業予算総括表 

(単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

  

建  設  海  岸 

  

  

  

農  地  海  岸 

  

漁  港  海  岸 

  

港  湾  海  岸 

  

  

  

  

合    計 

  

  

  
 

  

総   額

直   轄

補   助

  

補   助

  

補   助

  

総   額

直   轄

補   助

  

  

総   額

直   轄

補   助

  

  

４，９３６

６１３

４，３２３

２，８９２

３，０８３

１，３３６

５

１，３３０

１２，２４６

６１８

１１，６２８

  
 

注） 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 
 

  



 

海岸 (建設) 事業の概要 

  

１） 主な新規事業着手箇所 

  

海岸 (建設) 事業 

事 業 名 箇 所 名 市 町 村 名 備 考 

 補助海岸保全施設整備  野付崎海岸侵食対策  標津町、別海町   

  

２）主な完成予定箇所 

  

海岸 (建設) 事業 

事 業 名 箇 所 名 市 町 村 名 備 考 

 補助海岸保全施設整備  栄浜海岸侵食対策  乙部町   

 浜町海岸侵食対策  椴法華村   

 

 

海岸 (港湾) 事業の概要 

  

高潮対策 （6 港） 

 苫小牧港海岸、根室港海岸、奥尻港海岸、えりも港海岸、霧多布港海岸、瀬棚港海岸 

侵食対策  （7 港） 

 稚内港海岸、紋別港海岸、函館港海岸、白老港海岸、増毛港海岸、天塩港海岸、 

 掘株港海岸（56 条港湾） 

  

 

○主な継続事業 

ふるさと海岸の整備 

 

 苫小牧港海岸（汐見地区）高潮対策 

面的防護方式（離岸堤、緩傾斜護岸、養浜等）により高波や飛沫などから市民の安全を守り、砂

浜を復元することにより親水空間の創出を図る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

平成１４年度新規  

野付崎海岸の保全対策（標津町、別海町） 
 （補助事業） 

 

 

  野付崎海岸は、日本で最大の鉤状
かぎじょう

分岐
ぶ ん き

砂
さ

嘴
し

が形成されており、野付風蓮道立自然公園に指定され、年間３

０万人の観光客が訪れている。砂嘴内部の湿原にはトドワラ等の特異な風景が見られ、天然記念物のタンチョ

ウ、オオワシ等多くの野生動物の生息地であり、また、砂嘴に囲まれた静穏な海域は、ホッカイシマエビ等の良

好な漁場となっている。  

一方で、海岸侵食が急速に進んでおり、昭和２２年から平成１１年までの過去５２年間に最大８０ メートルも

海岸線が後退し、現在砂嘴の最も幅の狭い場所では５０メートル程度しかなく、砂嘴分断の危機がある。  

このため、野付崎海岸侵食対策事業に着手し、貴重な自然環境や豊かな漁場環境を保全する。 

 

 

 

 

 

 

 



平成１４年度 道路関係事業の概要 

  

１．道路関係事業予算総括表 

(単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

  
道路整備事業 
  
  
  
道    路 
  
  
  一 般 国 道
    うち高規格幹線道路 
    うち地域高規格道路 
  地  方  道
    うち地域高規格道路 
  交通連携（再掲) 
  雪    寒 
  調    査 
  
街    路 
  
  
  区 画 整 理
  街   路 
  交 通 連 携
  街 路 調 査
  
機    械 
  
  
  
都市環境整備事業 
  
  
  沿 道 環 境
  交 通 安 全
  電 線 共 同 溝 
  
合    計 
  
  
  

 

総  額
直  轄
補  助

総  額
直  轄
補  助

総  額
直  轄
補  助

総  額
直  轄
補  助

総  額
直  轄
補  助

総  額
直  轄
補  助

４４８，２０６
２６５，８０５
１８２，４０１

３８０，３９６
２６１，９５８
１１８，４３８
２３８，０７４
１０６，２２５

１５，４１５
９４，８９９

１８０
１４，３６０
４６，１６０

１，２６３

６０，９２２
７

６０，９１５
９，１７９

３７，９３８
１３，６１８

１８７

６，８８８
３，８４０
３，０４８

４３，２９３
２２，４６４
２０，８２９

１，９１６
３８，９５９

２，４１８

４９１，４９９
２８８，２６９
２０３，２３０

 

注） １． 交通連携（再掲）は、一般国道および地方道の事項に含まれている。 

２． 各事項の計数には、緊急地方道路整備事業費が含まれている。 

３． 平成１４年度には、この他に道路関係社会資本として事業費２,９１５百万円がある。 

４． 道路整備事業のうち、街路については都市・住宅事業の再掲である。 

５． 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 



 

２．平成１４年度道路整備事業（直轄）の概要 
 

 

１  安全な地域社会の形成 
 

(1) 安全・信頼性の高い交通基盤の整備  

  豊浜、第二白糸トンネルの岩盤崩落を踏まえ、岩盤斜

面等の緊急調査に基づき、岩盤斜面に係る防災対策を

推進し、長大トンネル区間等を除き平成１４年度までに

概成を図る。また、交通安全事業として交差点改良、中

央帯、付加車線等の交通安全対策の整備を促進する。 

 

(2) 有珠山など、緊急火山対策  

  噴火口の出現により通行が不能となった国道２３０号

の新ルートの整備や、避難路の整備を進める。 

 また、有珠山の噴火を踏まえ、道央と道南を結ぶ北回

りルートの整備のため、北海道横断自動車道（共和～余

市間）については引き続き環境影響評価手続きを進める。 

 駒ヶ岳、十勝岳等の火山活動に備え、迂回路の整備を

促進する。また、火山活動に迅速に対応し、道路利用者

に適時的確な道路交通情報を提供するため、光ファイバ

ー、ＩＴＶ（監視カメラ）、情報コンセントの整備を進める。 

  

  

  

  

 

  

 

２ 物流・人流の円滑化、効率化 
 

(1) 高規格幹線道路の整備  

  物流の効率化を図り、経済構造改

革を支援するため、立ち遅れている

北海道の高規格幹線道路の整備を

行う。  

①  高速自動車国道について、北海

道横断自動車道（共和～余市間）

の環境影響評価手続きを進める。  

②  一般国道の自動車専用道路につ

いて、帯広・広尾自動車道等の既

事業区間（５路線１６区間）の整備

を促進する。  

③  高速自動車国道と並行する一般

国道自動車専用道路について、

釧路外環状道路等の既事業区間

の整備を促進する。 

 

 

  

第二白糸トンネル崩落災害 （平成９年８月２５日 撮影） 

道央と道南を結ぶ北回りルートの整備 



 

(2) 地域高規格道路の整備  

  高規格幹線道路網と一体となって、地域の相互交流、

交通拠点との連結を図る地域高規格道路について、道央

圏連絡道路等の既事業区間（６路線１０区間）の整備を促

進する。 

   

(3) 主要な空港・港湾と連絡する道路の整備  

  空港・港湾と連絡する高規格幹線道路、地域高規格道

路等の整備を促進する。 

   

(4) 一般国道の整備  

  北海道では吹雪等による冬期視程障害が多発しており、

交通事故においても、致死率が全国の 1.8 倍となっている。

又、本道には不通区間が３路線４区間あり、これらの解消

を図るべく整備を促進する。 

   

 

３ 高度情報通信社会推進に向けた情報化の推進 
   

(1) 施設管理用光ケーブルの整備・情報ボックスの整備  

  情報ボックスの整備により民間事業者の光ファイバー網

の早期整備を支援し、情報通信技術（ＩＴ）による産業・社

会の変革を促進する。また、道路管理用光ファイバーの整

備・活用を進め、道路管理の高度化を図る。 

   

(2) 電線類地中化  

  中規模商業系地域や住居系地域の幹線道路なども対

象とした「新電線類地中化計画」に基づき、電線類の地中

化を進める。 

   

(3) ＩＴＳ（高度道路交通システム）の推進  

  道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）など、道路交通情

報提供の高度化を図る。また、寒冷地ＡＨＳ（走行支援シ

ステム）の研究開発を推進し、冬期の交通安全を図るとと

もに、移動中における多様な情報提供を支える新技術に

ついて、研究を進める。 

 

 

 

 

 

 

  

道央と道南を結ぶ北回りルートの整備 

新千歳空港関連 

情報ハイウェイネットワーク 

情報ボックスの整備 



 

３．主な事項 

  
１ 高規格幹線道路 ・地域高規格道路や主要な空港 ・港湾を結ぶアクセス道路等への重点化を

図り、物流の効率化に資する道路整備を推進 

  

○ 高規格幹線道路等の整備 

帯広川西道路（Ｈ１４供用予定） 

① 一般国道自動車専用道路 

  

［継   続］ 深川・留萌自動車道等既事業化区間 

（5 路線 16 区間） 

［供   用］ 帯広・広尾自動車道 帯広川西道路 17km 

［部分供用］ 函館・江差自動車道 函館茂辺地道路 8km 

② 高速自動車国道と並行する一般国道自動車専用道路 

［継   続］ 一般国道 38･44 号 釧路外環状道路等既事業化区間 （5 路線 10 区間）

［部分供用］ 一般国道 40 号 名寄バイパス 7km 

③ 地域高規格道路 

［継   続］ 道央圏連絡道路等既事業化区間 （6 路線 10 区間） 

［供   用］ 旭峠道路 4km 

  

［部分供用］ 釧路中標津道路 （春別道路） 2km （現道改良分） 

道央圏連絡道路 （新千歳空港関連） 1km 

  

○ 主要な空港 ・ 港湾等と連絡する道路の整備 

  

［継   続］ 一般国道 38 号 釧路新道 <釧路空港・釧路港> 

一般国道 337 号 新千歳空港関連 <新千歳空港>等 

  

２ 安全で安心な社会の構築を目指し、防災対策及び通行規制

区間、特殊通行規制区間解消のための道路整備を促進 

  

［継   続］ 一般国道 229 号 積丹防災等 

［完   成］ 一般国道 229 号 狩場防災 

  

［新   規］ 一般国道 333 号 北陽防災 

  
 

一般国道 229 号 積丹防災 

３ 北海道における交通事故の致死率は全国平均の 1.8 倍と高く 

なっており、安全対策のための道路整備を促進 

  

［継   続］ 一般国道 274 号 ｳｪﾝｻﾞﾙ道路等 

［新   規］ 一般国道 276 号 岩内共和道路 

  

４ 

  

道路管理の高度化及び民間の全国的な光ファイバーネットワークの構築を支援するため、情報

ボックスの整備等、情報ハイウェイの整備促進 

  

○ 情報ハイウェイの推進 

［継   続］ 一般国道 40 号 稚内～旭川間 （情報ボックスの整備） 等 
 

  



 

４．主な新規事業着手箇所及び完成予定箇所 

  
１．直轄事業 

  

１） 主な新規事業着手箇所 

  

一般改築 

  

路  線  名 箇  所  名 延長 （km） 備考 

  一般国道２７６号   
 

岩内
いわない

共和
き ょ う わ

道路   ７．６   

  一般国道３３３号   
 

北陽
ほ く よ う

防災   １．８   

  

  

２） 主な供用予定箇所 

  

一般国道自動車専用道路 

  

路  線  名 箇  所  名 延長 （km） 備考 

帯広
おびひろ

広尾
ひ ろ お

自動車道路
 

帯広
おびひろ

川西
かわにし

道路 １７   

函館
はこだて

江差
え さ し

自動車道路
 

函館
はこだて

茂辺地
も へ じ

道路   ８ 部 分 供 用 

  

  

高速自動車国道と並行する一般国道自動車専用道路 

  

路  線  名 箇  所  名 延長 （km） 備考 

  一般国道４０号   
 

名寄
な よ ろ

バイパス     ７ 部 分 供 用 

  

  

地域高規格道路 

  

路  線  名 箇  所  名 延長 （km） 備考 

遠軽
えんがる

北見
き た み

道路   
 

旭 峠
あさひとうげ

道路     ４   

釧路
く し ろ

中標津
な か し べ つ

道路   
 

春
しゅん

別
べつ

道路     ２ 部 分 供 用 

道央圏
どうおうけん

連絡
れ ん ら く

道
ど う

路   
 

新
しん

千歳
ち と せ

空港
く う こ う

関連
かんれん

     １ 部 分 供 用 

 

  



 

２．補助事業 

  

１） 主な新規事業着手箇所 

  

道道 

  

事 業 名 箇 所 名 市 町 村 名 延長 （km） 備 考 

地方道改修 

   

 一 般 道 道 栗沢南幌線  南幌町、栗沢町 １．２  清幌橋 

 一 般 道 道 江部乙雨竜線  滝川市、雨竜町 ２．４  江竜橋 

交通連携推進 

   

 主要地方道 幕別大樹線  幕別町 １．３   

 主要地方道 函館南茅部線  函館市、南茅部町 ２．３  川汲トンネル

  

  

市町村道 

  

事 業 名 箇 所 名 市 町 村 名 延長 （km） 備 考 

地方道改修 

  

  

  

  

  

  

 市道 夕陽丘通道路  北見市 ２．０   

 町道 愛媛団体通  ニセコ町 ２．２   

 町道 農業大学校前道路  本別町 ０．９   

 町道 明治通り  白糠町 ２．６   

 市道 東雁来連絡線  札幌市東区 １．３   

 市道 三角街道西支線３号線  札幌市東区 １．１   

  

  

２） 主な完成予定箇所 

  

道道 

  

事 業 名 箇 所 名 市 町 村 名 延長 （km） 備 考 

地方道改修 

  

  

  

  

 一般道道 奈井江浦臼線  奈井江町・浦臼町 ２．６  奈井江大橋 

 一般道道  

  小谷石渡島知内停車場線 
 知内町 ０．８ 

 いさりび 

   トンネル 

 一般道道  

  住吉女満別停車場線 
 女満別町 １．４  治水橋 

 

  



 

平成 14 年度新規  

一般国道２７６号 岩内
い わ な い

共和
き ょ う わ

道路 
 

 

１． 概  要  

 

  一般国道２７６号は、江差
え さ し

町を起点とし、共和
き ょ う わ

町、喜茂別
き も べ つ

町、大滝
おおたき

村を経由して苫小牧
と ま こ ま い

市に至る 延長約１１０ｋ

ｍの道路である。  

  このうち岩内
いわない

共和
き ょ う わ

道路は、縦断勾配や冬期間の地吹雪による視程障害に起因する交通事故対策、夏季時期

に発生する交通混雑の解消、泊
とまり

原子力発電所の緊急時の広域避難路の確保、物流拠点である岩内
いわない

港やメロ

ン・スイカ等の農産物集荷基地へのアクセス改善による物流の効率化や地域産業支援などを目的とした延長７．

６ｋｍの道路である。 

 

２．計画内容  

 

 所    在   地 ： 北海道
ほ っ か い ど う

岩内
いわない

郡共和
き ょ う わ

町梨
り

野
や

無
む

納
ない

～北海道
ほ っ か い ど う

岩内
いわない

郡共和
き ょ う わ

町国富
く に と み

  

 延        長 ： Ｌ＝ ７．６ｋｍ  

 全  体  事  業  費 ： Ｃ＝約 ６８億円  

 事 業 着 手 年 度 ： 平成１４年度  

 

  



 

平成 14 年度新規  

一般国道３３３号 北陽
ほ く よ う

防災 
 

 

１．概  要  

 

  一般国道３３３号は、道北地域とオホーツク地域を結び、広域交流の促進及び沿道市町村の連

携化を図る延長約１０７ｋｍの主要幹線道路である。 

当該区間は、平成１３年１０月４日に発生した北陽
ほ く よ う

土砂崩落により交通が分断されており、地域 

住民はもとより、広域交通に著しく支障をきたしている。  

このため、年間１３１回に及ぶ北見
き た み

市の救急病院への搬送や佐呂間
さ ろ ま

・遠軽
えんがる

方面への通院８百人  

／月、通勤通学１万人／月が影響を受けるなど、地域の経済や生活に重大な支障を及ぼしている。 

  このため、早期復旧により、幹線道路機能回復と交通の円滑性及び安全性を確保する必要が 

ある。  

  北陽
ほ く よ う

防災は、土砂崩落災害箇所の回避による対策工を実施する事により、安全で円滑な道路 

交通を確保する延長１．８ｋｍの防災事業である。 

 

２．計画内容  

 

所    在   地 ： 北海道
ほっかいどう

北見
き た み

市北陽
ほ く よ う

 ～ 北海道
ほっかいどう

北見
き た み

市北陽
ほ く よ う

  

延        長 ： Ｌ ＝ １．８ｋｍ  

全  体  事  業  費 ： Ｃ ＝ 約 ３７億円  

事 業 着 手 年 度 ： 平成１４年度 
 

  



 

平成 14 年度供用 

高規格幹線道路 帯広
おびひろ

広尾
ひ ろ お

自動車道 帯広
おびひろ

川西
かわにし

道路 
 

 

  帯広
おびひろ

広尾
ひ ろ お

自動車道帯広
おびひろ

川西
かわにし

道路は、高速交通ネットワークの拡充による近隣主要都市間、帯広空港・重要港

湾十勝港等の広域交通拠点へのアクセスを強化するとともに、安全性、定時性の向上を図ることを目的とした

帯広
おびひろ

広尾
ひ ろ お

自動車道の一部を形成する高規格幹線道路（一般国道の自動車専用道路）である。  

当該路線の帯広
おびひろ

ＪＣＴから帯広
おびひろ

川西
かわにし

ＩＣに至る延長１７．０ｋｍの区間は、都市内交通渋滞の緩和及び芽室
め む ろ

東工

業団地等の物流拠点へのアクセス強化を図ることを目的として整備を進めており、平成１４年度において全線暫

定２車線で供用する。  

 

●事業概要 

所    在   地 ： 北海道
ほ っ か い ど う

河西
か さ い

郡芽室
め む ろ

町字北明
ほ く め い

～北海道
ほ っ か い ど う

帯広
おびひろ

市川西
かわにし

町 

供  用   延  長 ： 約１７．０ｋｍ 

事 業 着 手 年 度 ： 平成４年度 

供   用  予   定 ： 平成１４年度 （暫定２車線供用） 

 

●時間距離の短縮 

 

 

  



 

平成 14 年度部分供用 

高規格幹線道路 函館
は こ だ て

江差
え さ し

自動車道 函館
は こ だ て

茂辺地
も へ じ

道路

（函館
は こ だ て

IC～上磯
か み い そ

IC 間） 
 

 

函館
はこだて

江差
え さ し

自動車道函館
はこだて

茂辺地
も へ じ

道路は、北海道縦貫自動車道と一体となり高速交通ネットワークを形成し、近

隣主要都市間、重要港湾函館
はこだて

港・函館
はこだて

空港等の広域交通拠点へのアクセスを強化するとともに安全性、定時性、

災害時の代替路の確保を図ることを目的とした函館
はこだて

江差
え さ し

自動車道の一部を形成する高規格幹線道路（一般国

道の自動車専用道路）である。 

当該路線の函館
はこだて

ＩＣから茂辺地
も へ じ

ＩＣに至る延長１８．０ｋｍの区間は、函館
はこだて

圏域の交通渋滞の緩和及び函館
はこだて

港等

の物流拠点へのアクセス強化を図ることを目的として整備を進めており、平成１４年度において、函館
はこだて

ＩＣから

上磯
かみいそ

ＩＣに至る延長８．０ｋｍの区間を暫定２車線で部分供用する。 

 

●事業概要 

所  在   地 ： 北海道函館
はこだて

市桔梗
き き ょ う

町～北海道上磯
かみいそ

郡上磯
かみいそ

町茂辺地
も へ じ

 

供 用 延 長 ： 約８．０ｋｍ（函館
はこだて

市桔梗
き き ょ う

町～上磯
かみいそ

町） 

事業着手年度 ： 平成２年度 

供 用 予 定 ： 平成１４年度 （暫定２車線部分供用） 

 

  

渋滞している函館市内 



 

平成 14 年度部分供用 

高規格幹線道路 北海道縦貫自動車道 一般国道 40 号 

名寄
な よ ろ

バイパス 
 

 

名寄
な よ ろ

バイパスは、北海道縦貫自動車道と一体となり道北圏の高速交通ネットワークを形成し、地域の自立発

展を支える延長１９．５ｋｍの高速自動車国道の機能を代替する一般国道の自動車専用道路である。 

当該区間は、名寄
な よ ろ

市街地の交通混雑と郊外部の吹雪等による交通障害を緩和し、高速性、安全性、定時性

の向上を図ることを目的として整備を進めており、現在までに名寄
な よ ろ

ＩＣから名寄
な よ ろ

北ＩＣ間の延長５．２ｋｍについて暫

定２車線で供用している。 

平成１４年度においては、名寄
な よ ろ

北ＩＣから智恵
ち え

文
ぶん

に至る延長７．０ｋｍの区間を暫定２車線で部分供用する。 

 

●事業概要 

所  在   地 ： 北海道名寄
な よ ろ

市豊栄
ほ う え い

～北海道中川
なかがわ

郡美深
び ふ か

町美深
び ふ か

 

供 用 済 延 長 ： 約５．２ｋｍ 

供 用 延 長 ： 約７．０ｋｍ （名寄
な よ ろ

市砺波
と な み

～名寄
な よ ろ

市字智恵
ち え

文
ぶん

） 

事業着手年度 ： 平成元年度 （平成８年度） 

供 用 予 定 ： 平成１４年度 （暫定２車線部分供用） 

 

●時間距離の短縮、平均旅行速度の向上 

 

  



 

平成 14 年度供用 

地域高規格道路 遠軽
え ん が る

北見
き た み

道路 旭峠
あ さ ひ と う げ

道路 
 

 

遠軽
えんがる

北見
き た み

道路は、オホーツク圏中心都市北見
き た み

市と遠軽
えんがる

商圏中心都市遠軽
えんがる

町との連絡強化を図り、高規格幹

線道路と一体となって高速交通ネットワークを形成し、物流の効率化及び地域間の交流促進を支援する地域高

規格道路である。 

当該区間の旭 峠
あさひとうげ

道路は、生田原
い く た は ら

町、佐呂間
さ ろ ま

町界に位置する旭
あさひ

峠
とうげ

部の線形不良区間、狭小トンネル区間の

交通隘路区間を解消し、安全性、定時性の確保を図ることを目的とした延長３．５ｋｍの道路であり、平成１４年

度において全線暫定２車線で供用する。 

 

●事業概要 

所  在   地 ： 北海道紋別
もんべつ

郡生田原
い く た は ら

町旭
あさひ

野
の

～北海道常呂
と こ ろ

郡佐呂間
さ ろ ま

町字大成
たいせい

 

供 用 延 長 ： 約３．５ｋｍ 

事業着手年度 ： 平成３年度 

供 用 予 定 ： 平成１４年度 （暫定２車線供用） 

 

●交通隘路の解消 

 

 

  

出入口で大型車が待機している現地トンネル 

        現在   整備後 

高さ制限 4.0m → 4.7m 

車道幅員 5.0m → 7.0m 

山間を縫って走る現道と新規道路 



 

平成 14 年度新規 

主要地方道 函
は こ

館
だ て

南
み な み

茅
か や

部
べ

線
せ ん

 
（補助事業） 

 

 

道道函館南茅部線は、道南地方の中心都市である函館市と水産業の町として知られる南茅部町とを結ぶ主

要な幹線道路であり、南茅部町や近隣の市町村から水揚げされる海産物を函館港や函館空港へと運ぶ最短ル

ートである。また、気象庁の常時観測火山に指定されている駒ヶ岳は、活発な火山活動が続いているため、当該

路線は避難路として極めて重要な役割を担っている。現道は、トンネルが狭小で縦断勾配が急なため、大型車

の円滑な通行に支障をきたしており、新ルートによる整備を行い、本州方面への新鮮な海産物の輸送を支援す

るとともに、緊急時の避難ルートの確保を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※期待される効果 

○大型車のすれ違い困難区間を解消し、安定した物流ルートの確保と輸送時間の短縮 

○駒ヶ岳噴火時の避難ルートの確保 

○冬期間の円滑な通行と安全確保 

  

縦断勾配が急なため、大型車のスリップにより

冬期間頻発する渋滞状態 



 

平成 14 年度新規 

小樽市 大
お お

 通
ど お り

 線
せ ん

 
 （補助事業） 

 

 

小樽市の市道大通線は、バリアフリー歩行空間ネットワークと位置付けられている「小樽駅前地区」の一部で

あり、都心部商業地域の商店街に位置している。沿道には商店や飲食店が連なり、周辺にも百貨店、寿司屋街

があるため、小樽市街地の主要な観光ルートとなっており、ショッピングや飲食を楽しむ観光客や地元市民等で

昼夜を問わず賑わうが、現道は歩車道分離が不十分で幅員も約１１ｍと狭小で歩行者の安全確保が課題となっ

ている。このため地元商店街、公安委員会との協力で歩道（２．５～３．４ｍ）を確保し、一方通行規制とクランク

や狭さくによって通過交通を抑制し、歩行者優先のコミュニティー道路を整備する。 

 

 

 

（整備前）                             （整備後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 13 年度撮影                         イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※期待される効果 

○観光客や通学児童をはじめとする歩行者等の安全確保 

○快適なバリアフリーの歩行空間の整備 

○親しみとうるおいの創出による商店街の活性化 

  



 

平成 14 年度完成 

一般道道 奈井江
な い え

浦臼
う ら う す

線
せん

 
  （補助事業） 

 

 

一般道道奈井江浦臼線は、空知支庁管内の奈井江町と浦臼町を結ぶ生活・産業のための幹線道路であり、

広域的には国道２７５号と国道１２号を連結し、北海道縦貫自動車道奈井江砂川ＩＣとアクセスする路線である。 

当該区間の奈井江大橋は、一級河川石狩川に架かる長大橋であり、幅員が狭く（全幅Ｗ＝５．５ｍ）、歩道も

未設置なため交通の隘路となっており、奈井江町と浦臼町の交流を深める上で大きな支障となっている。 

当橋梁は国土交通省施策である「交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業」に指定されており、重点的に整備す

ることにより、自動車及び歩行者の安全な交通を確保するとともに、両地域の交流を深め、地域の活性化に資す

るものである。 

平成１４年度は橋梁取付部の路盤工事、舗装工事を実施し事業の完成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※期待される効果 

○大型車等のすれ違い困難区間を解消し、自動車及び歩行者の安全確保 

○石狩川により分断された奈井江町と浦臼町の交流を深め、地域を活性化 



 

平成 14 年度 港湾整備事業の概要 

  

１．港湾整備事業予算総括表 
（単位 ： 百万円）

事      項 直轄・補助別 事   業   費 

  

港湾改修事業 

  

  

  

港湾環境整備事業 

  

作業船整備費 

  

港湾事業調査費 

  

  

合   計 

  

  

  

  

  
 

  

直  轄

  

補  助

  

補  助

  

直  轄

  

直  轄

  

  

総  額

  

直  轄

  

補  助

  

  

５７，５１７ 

 

３，５５８ 

 

１，４６７ 

 

１２６ 

 

５２ 

 

 

６２，７２０ 

 

５７，６９５ 

 

５，０２５ 

  
 

注） 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 

 

  



 

２．平成 14 年度 北海道港湾事業の重点事項 

  

【港湾改修事業（直轄）】 
  

○ 主な供用予定施設 

１．多目的国際ターミナルの整備 －大型岸壁の整備により、輸入貨物を取り扱

  

函館港 （港町地区） 岸壁(-12m)   う大型船の利用が可能となり、物流コスト 

釧路港 （第４ふ頭地区） 岸壁(-12m)   の削減が図られる。 

紋別港 （第３ふ頭地区） 岸壁(-12m)   

  

２．複合一貫輸送ターミナルの整備 －複合一貫輸送に対応した内貿ターミナルの

釧路港 （第４ふ頭地区） 岸壁(-10m)  整備により、貨物輸送の効率化が図られる。 

  

３．大規模地震対策（耐震強化岸壁の整備） －大規模地震発生時の避難者および緊急物

根室港 （根室地区） 岸壁(-5.5m) 資の海上輸送の確保が図られる。 

  

○ 主な継続事業 

１．国際海上コンテナターミナルの整備 －外貨コンテナに対応した施設整備を推進 

苫小牧港 （西港区商港地区） 岸壁(-14m) する。 

  

２．多目的国際ターミナルの整備 

苫小牧港 （東港区中央水路地区） 岸壁(-14m)  

石狩湾新港（西地区）岸壁(-14m) 

留萌港（三泊地区）岸壁(-12m) 

－ 原木、石炭等の輸入貨物に対応した 

岸壁関連の施設整備を推進する。 
 

苫小牧港（東港区）多目的国際ターミナル 

（画像をクリックすると拡大表示されます） 

  

３．環境配慮型港湾施設の整備 － 港湾整備に伴い発生する浚渫土砂を有効

釧路港 （西港地区） 防波堤(島) 活用し、藻場を有する環境調和型の港湾 

施設の整備を推進する。 

  

４．フェリー及び旅客船ふ頭の整備 － 観光客等の利便性と安全性の向上を図る

網走港 (川筋地区） 物揚場(-4m)(改良) ために、フェリー及び旅客船ふ頭の整備を

稚内港 (中央ふ頭地区) 岸壁(-6m)(耐震) 推進する。 

５．大規模地震対策を促進 － 大規模地震発生時の避難者及び緊急物 

       （耐震強化岸壁の整備） 資の海上輸送を確保するために、耐震性 

稚内港(中央ふ頭地区)岸壁(-6m)(耐震)(再掲)  を強化した岸壁の整備を推進する。 

羽幌港(本港地区)岸壁(-5m) 

  



 

 【港湾改修事業（補助）・港湾環境整備事業（補助）】 
  

○ 新規事業 

  

１．海域環境創造事業（シーブルー） －貴重な観光資源である小樽運河において、水質・

小樽港 （本港地区） 底質を改善し、親水性の高い港湾空間の創出を 

 

図る。 

 

 

観光客で賑わう小樽運河 

  

○ 主な継続事業 

１．国際海上コンテナターミナルの整備 －ふ頭間及び港湾周辺の円滑な交通を確保し、より

苫小牧港 （工業港地区） 道路（ふ頭間） 効率的な物流を実現するため、直轄事業の国際 

海上コンテナターミナルと一体的に整備を推進す

る。 

  

２．火山噴火などの災害に対応した －平常時は通常の係留施設として活用し、地震や 

    防災拠点の整備 火山噴火など大規模災害の発生時には、被災地 

室蘭港 （祝津地区） 物揚場(-4m)(船溜) に曳航し、緊急物資輸送、住民避難及び復旧活 

［浮体式防災基地 （広域防災フロート）］ 動等を支援する浮体式防災施設の整備を推進す

る。 

  

  

浮体式防災基地 （広域防災フロート） 

 



 

平成 14 年度 空港整備事業 （北海道開発局実施分） の概要 

  

１．空港整備事業予算総括表 

（単位 ： 百万円）

事    項 直轄・補助別 事  業  費 

   

北海道空港整備事業費 

   

北海道空港整備事業調査費 

   

   

合   計 

    
 

  

直  轄

  

直  轄

  

  

直  轄

   

６，１３２

２６

６，１５８

 

注） 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 

  



 

２．事業概要 

（単位 ： 百万円）

 空  港  名 事 業 費 新継別 事  業  の  概  要 

 第２種空港（A) 

 新千歳空港 

２，０４２ 新 規

  

 エプロン新設、滑走路改良 

 誘導路改良 

 第２種空港（A) 

 函館空港 

１，０３７ 継 続

  

 用地造成、エプロン新設 

 道路 ・ 駐車場 

 第２種空港（A) 

 釧路空港 

１，５１６ 継 続

新 規

 用地造成、照明工 

 滑走路改良、誘導路改良 

 第２空港（A) 

 稚内空港 

６２ 新 規

  

 排水工 

  

 共用飛行場 

 丘珠空港（札幌飛行場） 

１，４７５ 継 続

  

 用地造成、滑走路新設、エプロン新設 

 誘導路改良 

   調  査  費 ２６ 新 規  新千歳空港整備計画調査等 

   合      計 ６，１５８     

  

・ 新千歳空港は、安全性等の向上を図るため、滑走路・誘導路改良、エプロン拡張等の整備を実施

する。 

また、国際拠点空港化を図るため、滑走路の 500m 延長に係る整備計画調査を実施する。 

   

・ 函館空港は、物流の効率化及び観光の振興等を図るため、バリアフリー対策をはじめとする空港

ターミナル地域の拡張整備を実施する。 

   

・ 釧路空港は、安全性等の向上を図るため、用地造成、滑走路・誘導路改良等を実施する。 

   

・ 稚内空港は、施設の機能向上のため、場周排水路の改良を実施する。 

   

・ 丘珠空港(札幌飛行場)は、ＹＳ－１１後継機への対応のため、滑走路改良、エプロン拡張等を実施

する。 
 

  



 

 整備イメージ 
 

  

丘珠空港： 

  

道内のプロペラ機航空輸送の拠点である丘珠空港（札幌飛行場）について、YS-１１

後継機へ対応し、冬期の安定就航に資するため、滑走路延長事業等を推進する。 

 （平成１２年度～平成１５年度予定） 

  

 

丘珠空港滑走路延長 （１,４００m → １,５００m）イメージ 

 



 

平成１４年度 都市・住宅事業の概要 

  

  

１．都市・住宅事業予算総括表 

(単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

  

国営公園事業 

  

街路事業（街路交通調査） 

街路事業 

  

土地区画整理事業 

  

都市公園事業 

都市水環境整備事業 

  

下水道事業 

住宅事業 

  

  

  

合     計 

  

  

  

  

  
 

  

直  轄

直  轄

補  助

  

補  助

  

補  助

補  助

補  助

補  助

  

  

総  額

直  轄

補  助

 

２，１２６

７

５１，７３６

９，１７９

１９，２９８

２９１

９０，２６３

７１，７０２

２４４，６０２

２，１３３

２４２，４６９

 

注） 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 

この他にまちづくり総合支援事業１，２３０百万円（うち一括配分１，２１２百万円）、 

都市防災総合推進事業３３百万円、市街地再開発事業１１，０４２百万円、 

密集住宅市街地整備促進事業１００百万円がある。 
 

  



 

２. 平成１４年度 都市・住宅事業の概要 

 

 

平成１４年度都市・住宅事業予算については、厳しい経済状況にある北海道が個性と創造性を

発揮して地域の活力を回復することを図りつつ、２１世紀にふさわしい活力あるまちづくりを支援す

るため、「循環型経済社会の構築など環境問題への対応」、「少子・高齢化への対応」、「地方の個

性ある活性化、まちづくり」、「都市の再生」、「世界最先端のＩＴ国家の実現」といった分野を重点的

に推進する。 

 

 このため、都市圏交通円滑化や中心市街地活性化等により北海道らしい魅力あるまちづくりを

促進する街路整備・土地区画整理事業を推進するとともに、都市に緑とうるおいを与える都市公

園の整備、生活環境の改善、水質及び自然環境の保全を図る下水道の整備を推進する。 

 

 また、住宅及び住環境に対するニーズの高度化・多様化や本格的な高齢社会の到来等に対応

するため、北海道の冬の生活に配慮した公営住宅の供給及び住宅宅地関連公共施設の整備等

を推進する。 

  

 

 

平成１４年度都市・住宅事業関係予算は、事業費２，５７０億７百万円で、主要事業の内容は以

下のとおりである。 

 

 ※実施箇所数については、今後変動もありうる。 

 

Ⅰ 街 路 事 業（補助） 

 

 都市の骨格を形成し、中心市街地へのアクセス向上や、主要バス路線の確保など都市交通の

円滑化を図る幹線街路、および交通のボトルネック解消に資する橋梁などの整備を推進する。 

実施箇所数                         （単位：箇所）  

 

種      別 実 施 箇 所 う ち 新 規 

街      路 ４４ ５ 

交 通 連 携 ２０ ３ 
 

 

 

※ 「交通連携」：空港・港湾等へのアクセス強化、交通結節点となる駅前広場等の整備及び踏切

の除却・改良等  

  

主な事業箇所 
                      ほうしゃ２ ごうせん                       かぐら   ３じょうどおり 

・函館市 放射 2 号線（新規着手）  ・旭川市 神楽 3 条通（新規着手） 
                      かい  うん  ばし                       たい せい ばし 

・標茶町 開 運 橋（新規着手）  ・芽室町 大 成 橋（新規着手） 
                      そうせいがわどおり                       しん  おさる  がわはし 

・札幌市 創成川通（新規着手）  ・伊達市 新長流川橋（継続） 
                           ちゅう おう どおり                       やよいどおり・やよい しんどう 

・留辺蘂町 中 央 通（継続）  ・帯広市 弥生通・弥生新道（継続）  
                 にし 7 ちょうめどおり                     4 じょうひがしたかすせんほか 1 

・札幌市 西 7 丁目通（継続）  ・旭川市 4 条東鷹栖線外 1（完了予定） 
  



 

Ⅱ 土 地 区 画 整 理 事 業（補助） 

 

 

 都市における既成市街地のスプロール化を防ぎ、安全で住み良い市街地の形成を図るととも

に、 新市街地においては基盤整備を計画的に行い、快適で利便性の高い居住環境を創出し、良

好な宅地を供給する土地区画整理事業を推進する。 

実施箇所数                         （単位：地区）  

 

種      別 実 施 箇 所 う ち 新 規 

公共団体施工 １４ - 

組 合 施 工 ９ ３ 
 

 

※ 「公共団体施行」：都道府県、市町村等の地方公共団体が施行するもの 

※ 「組合施行｣：土地所有者等が共同で設立した組合が施行するもの   

 

 

主な事業箇所 

 

・音更町 すずらん台（新規着手）  ・千歳市 おさつ駅みどり台（新規着手） 
                     ひがし め   むろ                       ゆう    ばり    ほん  ちょう 

・芽室町 東 芽 室（新規着手） ・夕張市 夕 張 本 町（継続） 
 
 
 

Ⅲ 都 市 公 園 事 業（直轄、補助） 

 

 広域的レクリエーション活動、自然とのふれあい、 コミュニティーの形成等の多様な市民ニーズ

に対応し、 都市にうるおいを与えるための公園や、大震災時の避難地、火災の延焼防止、 救援

活動拠点等として機能する都市公園等の整備を推進する。 また、国営滝野すずらん丘陵公園に

おいて、都市住民の多様なレクリエーションニーズに対応するため、 引き続き「中心ゾーン」の整

備等を進める。 

実施箇所数                                         （単位：箇所）  

 

種      別 継      続 新      規 計 完成（予定） 

国 営 公 園 １ ０ １ １ 

都 市 公 園 ６０ ３ ６３ ７ 

緑 地 保 全 １ ０ １ ０ 
 

 

 

※ 「都市公園｣： 都市計画施設である公園又は緑地で、地方公共団体が設置するもの及び 

地方公共団体が都市計画区域において設置する公園又は緑地をいう。   

 

※ 「緑地保全」： 都市緑地保全法に基づく事業で、緑地保全地区の土地の買い入れ及び保 

全利用施設の整備、及び都市緑地保全法に基づく市民緑地や条例に基づ 

く保全緑地など緑地保全地区に準ずる緑地の土地の買い入れ及び保全利 

用施設の整備を行う事業をいう。 

  



主な事業箇所 

・旭川市 東光ふれあい公園（完成予定) 

・長沼町 長沼総合公園（継続) 

・札幌市 上野幌緑地保全地区（継続） 
 

 

 

Ⅳ 下 水 道 事 業（補助） 

 

 

 豊かさを実感できる生活環境づくり、安全で安心して暮らせるまちづくり、健全な水循環、良好な

水環境の再生・保全等の方針に基づき、下水道の普及促進、雨水の浸水対策、汚水の高度処

理、下水道資源・施設の有効利用、下水道施設の高度化等を引き続き推進する。 

実施箇所数                                     （単位：箇所）  

 

種      別 実 施 箇 所 う ち 新 規 

都市水環境整備下水道   ５ - 

公共下水道         ９１ １ 

流域下水道         ３ - 

特定公共下水道       １ - 

特定環境保全公共下水道 ８０ ４ 
 

 

 

※ 「都市水環境整備下水道」： 都市における水環境の改善は緊急の課題であり、公共用水域の

  水質保全、河川流量の確保、親水性の向上、水辺の自然再生等

  への総合的な取り組みを強化するものである。 

※ 「公共下水道」： 主として市街地における下水を排除し又は処理するために地方公共団体が 

  管理する下水道である。終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続す 

  るものがある。 

※ 「流域下水道」： ２以上の市町村の区域を対象とし、専ら公共下水道から下水を受け、これを 

  排除及び処理するための下水道で、原則として都道府県が管理するもので 

  ある。 

※ 「特定公共下水道」： 公共下水道の一種であるが、工場等の排水が非常に多いため、下水道 

  の建設費の一部を、排水を出す工場等を設置する事業者に負担させて 

  事業を行うものである。 

※ 「特定環境保全公共下水道」： 公共下水道のうち市街化区域以外の区域に設置されるもの 

  で、農山漁村の生活環境の改善又は湖沼等の自然環境の保 

  全を目的に行う下水道である。 
 

  



 

主な事業箇所 

・ 公共下水道 

興部町（新規）、江差町（供用）、羽幌町（供用） 

・ 特定環境保全公共下水道 

比布町（新規）、美唄市（新規：公共下水道は着手済）、 

八雲町（新規：公共下水道は着手済）、新十津川町（新規：公共下水道は着手済）、 

上ノ国町（供用）、大成町（供用）、泊村（供用）、礼文町（供用）、利尻富士町（供用） 

・ 千歳市 千歳市スラッジセンター（完成） 
 

 

Ⅴ 住 宅 事 業（補助） 

 

 

 地方公共団体が、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸する公営住宅及び中堅所

得者に対する良質な賃貸住宅である特定優良住宅の建設、建替、改善を推進する。 

 

 また、住宅・住環境に対する様々なニーズ、少子・高齢化社会への到来等に対応した公営住宅

の供給等を推進するとともに居住水準及び住宅の質の向上を図るため、老朽化した公営住宅の

改善、建て替えを推進する。特に、少子・高齢化への対応として、高齢者の世帯が地域社会の中

で自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、社会福祉施設を併設した公営住宅や生

活援助員（ライフサポートアドバイザー＝ＬＳＡ）が常駐するなどのシルバーハウジング・プロジェク

ト事業を進める。 

 

 また、まちなかでの良好な住宅・住環境の整備を促進するため、買取や借上げ等による公営住

宅の整備を推進するとともに、環境を重視した社会に対応し、環境への負荷低減や省エネルギー

及び資源の有効利用に配慮した環境共生型公営住宅の整備を進める。さらに、老朽化した公営

住宅の住戸規模の増改善、高齢者対応など全面的な改善を行うトータルリモデル事業等を推進

する。 

 

 また、冬の快適な生活に配慮した公営住宅の整備を進める。 

 

主な事業箇所 
りゅうよう 

・ 道営柳陽団地（南幌町）（継続）［シルバーハウジング・プロジェクト・ふゆトピア］ 
ひよし 

・ 日吉３丁目団地（函館市）（継続）［社会福祉施設等の併設］ 
ろく しん 

・ 六 新 団 地（音更町）（継続）［まちなか居住推進、買取］ 
おおぞら 

・ 道営大空団地（帯広市）（継続）［環境共生型公営住宅］ 
のもと 

・ 道営野本団地（留萌市）（継続）［トータルリモデル］ 

 

実施箇所数                               （単位：戸） 

 

公 営 住 宅 
特定優良賃貸住宅等 

（民間による事業も含む） 
計 

３，３２０ ８８０ ４，２００ 
 

 



 

２ 住宅地区改良事業 

 

 既成市街地等の住環境を整備し、良質な住宅を供給するため、不良住宅の除却、道路・公園等

の整備、改良住宅の建設・建替、改善を推進する。 

 平成１４年度においては、夕張市等において事業を実施する。 

実施箇所数                                     （単位：地区）  

 

都道府県 継 続 新 規 計 

北海道 ６ ０ ６ 
 

 

 

３ 住宅宅地関連公共施設等総合整備事業 

 

 良好な居住環境を備えた住宅宅地の供給を促進するため、住宅宅地供給事業に関連して必要

となる公共施設の整備（道路・街路・区画整理・再開発・公園・下水道・河川・砂防）に対して地方

公共団体に補助を行い、住宅・宅地の供給を推進する。 

 平成１４年度は、おさつ駅みどり台土地区画整理などにおいて、幹線道路や下水道整備を実施

するなど、良好な宅地の整備を推進する。 

実施箇所数                                           （単位：団地）  

 

都道府県  

（政令市） 
継 続 新 規 計 備  考 

北海道 ９ ３ １２ （市町村分含む）

札幌市 ６ ０ ６   
 

主な事業箇所 
なかのどおり 

・ 上磯町 中野通団地 （新規） 

  

・ 千歳市 おさつ駅みどり台土地区画整理 （新規） 
あつまちゅうおう 

・ 厚真町 厚真中央土地区画整理 （新規） 

 

４ 住宅市街地整備総合支援事業（優良建築物等整備事業等） 

 

 市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同化、高度

化等に寄与する優良な建築物等の整備を推進する。また、住宅等が良好な美観を有していないこ

と等により、住環境の整備改善を必要とする区域において、地区施設、住宅、生活環境施設の整

備等を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成を推進する。 

 

 平成１４年度は、札幌市豊平橋南２－Ⅱ－Ａ地区などにおいて優良な建築物の整備を進め、ま

た、江差町中歌姥神歴まち地区などにおいて、住宅、地区施設等の整備改善を推進する。 

実施箇所数                      （単位：地区）  

 

事  業  名 地  区  数 

優良建築物等整備事業 ７ 

街なみ環境整備事業 ４ 
 

 



 

Ⅵ  まちづくり総合支援事業（補助） 

 

 まちづくりの課題解決のために、事業計画の策定、まちづくり活動の支援、施設整備・面整備 

の実施といったまちづくりの各段階を多彩な補助メニューにより、幅広く支援する事業である。 

実施箇所数                        （単位：箇所）  

 

種   別 実施箇所 うち新規 

事   業 １７ ７ 

調   査 ２ １ 
 

 

主な事業箇所 
ちゅうしんしがいち 

・ 富良野市 中心市街地地区（新規着手） 
ていねひがし 

・ 札幌市 手稲東地区（継続） 

 

Ⅶ  都市防災総合推進事業（補助） 

 

 都市災害に対する市街地の危険性を判断する調査及び調査結果に基づく整備基本方針策定、

住民等のまちづくり活動支援、地区レベルでの防災対策としての地区公共施設整備、地区防災計

画に定められた避難地等の周辺における、耐火建築物等の建築等を行う事業である。 

実施箇所数                        （単位：地区）  

 

種   別 実施箇所 うち新規 

事   業 １ １ 

調   査 ３ ２ 
 

 

 

Ⅷ  地方道路整備臨時交付金（補助） 

 

 活力ある地域づくりのため、一定の地域において地域の課題に対応し複数一体となって行われ

る比較的小規模な都道府県道及び市町村道の事業に交付金を交付することにより、地域の創

意・工夫を引き出し、魅力と活力のあるふるさとを創出するものである。 

実施箇所数                        （単位：箇所）  

 

種   別 実施箇所 うち新規 

街   路 ３２ ７ 

区画整理 ４ - 
 

 

 

Ⅸ  市街地再開発事業（補助） 

 

 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、権利変換に

より行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備を推進する。また、市街地にお

ける高齢者等の快適かつ安全な移動を確保するための施設の整備を行う、人にやさしいまちづく

り事業を推進する。 



 

実施箇所数                                       （単位：地区）  

 

事  業  名 継 続 新 規 計 

市街地再開発事業 ６ ５ １１ 

人にやさしいまちづくり事業 １ ０ １ 
 

 

 

Ⅹ  密集住宅市街地整備促進事業（補助） 

 

 老朽住宅の密集、公共施設の著しい不足等の認められる住宅市街地において、住宅事情の改

善、公共施設等の整備、老朽住宅の建替えなどを行うことにより防災上の向上、居住環境の整備

及び良質な住宅の供給を推進する。 

実施箇所数                                       （単位：地区）  

 

事  業  名 継 続 新 規 計 

密集住宅市街地整備促進事業 １ ０ １ 
 

 

  



 

帯広市 

都市内の放射・環状道路等の整備 やよいどおり やよいしんどう 

都市計画道路 ３・３・８弥生通及び３．３．４６弥生新道 

  

 帯広都市圏の１環状・４放射道路及びその内側の都市内環状道路を構成する当路線では、４つの

改築事業により、都市内の慢性的な渋滞の解消・緩和、圏域の円滑な交通の確保をすべく、現道の

拡幅、新規ルートの整備に取り組んでいる。 

 平成１４年度は、用地買収・補償・本工事を進捗させる。 

  

帯広圏域放射・環状道路 

 弥生通及び弥生新道 

 事業延長 ： ６．２８ｋｍ 

 事業主体 ： 北海道 

 進捗状況 ：

  

  

環状道路 36%整備済み 

平成 14 年度部分供用 

（弥生新道 L= ３５０ｍ） 
 

 

   

  
供用開始したトンネル部  

※期待される効果 

○ 車道の４車線整備 → 円滑な自動車交通の確保、交通渋滞の解消・緩和 

○ 幹線道路網の形成 → 集中交通の分散化による帯広圏の物流・人流の効率化 

○ 圏域の都市骨格形成 → 秩序あるまちづくりに寄与 
 

  



 

中心市街地の活性化 

夕張市 ゆう    ばり    ほん   ちょう    と        ち      く     かく    せい     り       じ    ぎょう 

夕 張 本 町 土 地 区 画 整 理 事 業 

  

 本地区は、炭鉱街として栄えた商業地区を含む夕張市の中心市街地の一地区であるが、炭鉱閉

山による過疎化が進み、空き店舗が増加し商店街が衰退してきている。そのため、幹線道路等の公

共施設の整備、街区の再編による商店街の集約等を行い、商業の活性化を図る。 

 平成１４年度は、補償を進捗させる。 

  

 

 施工面積 ：６．２ha 

 都市計画道路 ：L＝６４４m  

 関連他事業 ：住宅等改良事業 

 進捗率（H14 末） ：15％ 
 

 

衰退している商店街 
 

 

 

まちなみイメージ

 ※期待される効果 

○昔ながらの歴史観を感じさせる魅力的な商店街の形成 

○点在している集合住宅の集約による、コンパクトな市街地の形成 

○交通網の再整備による快適で安全な歩行空間の確保 
 



 

平成 14 年度継続 

総合公園  モエレ沼公園 （札幌市） 

  

 札幌都心の北東約８km に位置する当公園は，札幌市の「緑の基本計画」に基づく環状グリーンベ

ルト構想の拠点となる総合公園である。廃棄物処分場の跡地利用であり，世界的彫刻家故イサム・

ノグチが基本設計した公園として注目を集め，札幌の新たな名所として集客交流施設の役割も持

つ。平成１２年度より着工したガラスのピラミッドが平成１４年度に完成する。 

  

 全体面積 ： １８８．８ha 

 事業主体 ： 札幌市 

 全体事業費 ： ２４６億円 

 事業期間 ： 昭和５７年度～平成１６年度 

 主要施設 ： ガラスのピラミッド、プレイマウンテン、 

桜の森、モエレ山、モエレビーチ、中央噴水、

野球場 
 

 

 

  



 

平成 14 年度継続 

総合公園  長沼町総合公園 （長沼町) 

  

 本公園は、長沼町中心部より南西に約１ｋｍに位置し、平成９年度に策定された約１８ha を有する

「福祉文化村構想」に基づき整備するものであり、この構想は約５ha の「保険福祉ゾーン」と１３．２ha

の「都市公園ゾーン」で構成された福祉施設と一体的に整備するものである。 

 整備にあたっては、福祉施設（生きがいセンター）と隣接させ、高齢者等の利便性、福祉施設と公

園の相互利用によるノーマライゼーションの促進、各世代間の交流を図ることとしている。 

 全 体 面 積 ： １３．２ha 

 事 業 主 体 ： 長沼町 

 全体事業費 ： ４６億円 

 事 業 期 間 ： 平成１０年度～平成１９年度 

 主 要 施 設 ： ふれあい広場、多目的運動広場、武道館

体験学習施設、見晴し山、遊戯広場 

イベント広場 
 

  

  

 

  



 

都 市 水 環 境 整 備 下 水 道 事 業 

  

１．事業概要 

 

 都市における水環境の改善は緊急の課題であり、公共用水域の水質保全、河川流量の確保、

親水性の向上、水辺の自然再生等への総合的な取り組みを強化するものである。平成 14 年度

においては、雨水の再利用、貯留浸透による流出抑制、親水性のある水辺空間の整備等により

健全な水循環系の再生を図る。 

  

２．該当市町村 

 

札幌市、奈井江町、浜頓別町、静内町、浦河町 

  

３．平成１４年度当初配分額 

 

事業費 ２９１ 百万円 

  

４．事業効果 

 
浜頓別町 （整備イメージ） 

  

 
静内町 （整備前） 

 

 
静内町 （整備後） 

 
札幌市 （整備イメージ） 

 

 
札幌市 （整備後） 

  



 

住  宅  事  業 
 りゅうよう 

南幌町 柳陽団地 

  

 南幌町において、高齢者が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を続けられるよう、その住宅

生活を支援するために必要な保健・医療・福祉サービスが一体的に整備された住宅を、公営住宅等

で整備する「シルバーハウジング・プロジェクト」事業を推進します。 

  

 事業主体        ： 北海道 

 整備戸数        ： 全体戸数 ６０戸 

   うちシルバーハウジング戸数 ２０戸 

 事業期間        ： 平成１３～１５年度 
 

 

  

 

  

○緊急通報システム等を整備し、高齢者の不安を解消するとともに、快適で安心してくらせる 

住戸を整備する。 

○四季を通じて高齢者の団地内外の施設利用や相互訪問が容易となるよう、住棟通路等による 

歩行の有効なネットワーク化を図る。 

○団地内には、高齢者、子供等の世代間交流の広場を整備するとともに、高齢者の屋外の活動 

スペースを確保する。  
 

  



 

優良建築物等整備事業 

札幌市  豊平橋南２-II-A 地区 

  

 札幌市の中心部から南東に約２km に位置する豊平橋南２－II－Ａ地区は、中心部への中継地点

としてかつて商工業が栄えた地区であったが、定山渓鉄道や市電の廃止などの社会状況の変化に

伴い、人口の減少、住民の高齢化、商店街の衰退などの問題を生じている。 

 このため、優良建築物等整備事業により、既存住宅等の建替え更新を通じて、建物の共同化・不

燃化を促進し、都心の商業業務地域としてふさわしい高次な都市機能の集積と魅力ある商業業務

機能の集積を図るものである。 

  

 施工地区面積 ：３，４９４．４４㎡ 

 施  工  者 ：橋南二・二甲区再開発有限会社 

 事 業 概 要 

   建築物敷地面積 ：２，６１７．５７㎡  

   延 床 面 積 ：１５，０００．５０㎡  

   構 造 規 模 ：地下２階、地上１４階  

 主 要 用 途  ：共同分譲住宅、駐車場、公共施設等  

 総 事 業 費  ：約２１．２億円  

 進 捗 状 況 ：平成１５年３月完成予定  
 

  

○幅広い世代の暮らせる居住環境の整備 

○交通利便性を生かした優良な住宅の供給推進 

○防災面に優れた土地利用の共同化、高度化の推進 
 



平成１４年度 農業農村整備事業の概要 

  

１．農業農村整備事業予算総括表                  (単位 ： 百万円） 

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

  

農業農村整備事業 

  

  

  

  

合    計 

  
 

  

直  轄

補  助

  

総  額

 

   

９５，５７７

 １３０，５５２

２２６，１２８

 

注） 四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 

 

 2．事業概要（直轄） 

１） 基本方針 

 

 大規模・専業的な農業経営を主体とする北海道農業は第６期北海道総合開発計画(平成 10 年

４月)に基づき、我が国最大の食料基地の形成をめざしている。 

 また、平成１２年３月に「食料・農業・農村基本計画」が策定され、食料の安定供給の確保、多

面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に講ず

ることとされた。 

 食料自給率の向上を始めとするこれら施策の展開において、我が国の食料基地としての北海

道農業の果たす役割は従来にも増して重要となってきており、各般の施策の具体的推進に向け

た対応が必要となっている。 

 このため、①食料自給率向上のための農業生産基盤の整備、②地域資源の循環利用及び農

村環境の保全のための整備、③農地の保全管理と基幹水利施設の計画的な更新整備、④多面

的機能の増進のための整備に重点を置き推進する。 

具体的には、以下のとおり 

① 食料自給率の向上のための農業生産基盤の整備 

・ 水田地帯の用水の安定確保、汎用化のための排水改良 

・ 畑地かんがい及び排水改良等圃場条件の整備 

・ 酪農地帯の飼料基盤整備 

② 地域資源の循環利用及び農村環境の保全のための整備 

・ 肥培かんがい及び環境保全型かんがい排水事業の推進 

③ 農地の保全管理と基幹水利施設の計画的な更新整備 

・ 農地及び農業施設の機能回復のための整備 

・ 基幹水利施設の機能強化と更新整備 

④ 多面的機能の増進のための整備 

・ 自然や景観に配慮した施設整備 

２） 新規採択地区 

 
国営かんがい排水事業「道央用水（二期）地区」など緊急性の高い３地区を新規着工する。 

  



 

 平成１４年度新規採択地区一覧表（直轄） 

（単位：ha）

事業名 地区名 建設部 関係市町村 事業目的 受益面積 主要工事 

国営かんがい 

 

排  水  事  業 

道央用水 

 

(二期) 

石狩川 

 

江別市、千歳市

恵庭市、夕張市

北広島市、栗沢町

南幌町、由仁町

長沼町、栗山町

追分町、早来町

 

 用水改良 

 

 畑地かんがい

２８，８４４ 
 夕     張 

 シューパロダム 

ふらの 旭川 

 

富良野市 

中富良野町 

 

 用水改良 

 

 畑地かんがい

３，１２６ 

 

 ダ       ム   １か所 

 揚水機場   １か所

 用   水   路 

 ２条     L=８．３㎞ 

 

国営総合農地 

 

防  災  事  業 

みなみしべちゃ 

南標茶 釧路 標茶町 

 農地保全 

 

 排水改良 

９１７ 

 

 農地保全工 ８６８ha

 排   水   路 

 ７条      L=１７．２㎞

 

計 ３地区           

 

 
  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

平成１４年度 水産基盤整備事業の概要 

  

１．水産基盤整備事業予算総括表 
(単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

直轄特定漁港漁場整備費 

水産基盤整備調査費 

作業船整備費 

  

水産基盤整備事業費 

水産基盤整備調査費 

農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備

  

合    計 

  

  

  
 

直  轄

直  轄

直  轄

補  助

補  助

補  助

  

総  額

直  轄

補  助

  
 

１６，８８０

１８

２３

４４，８４６

 ２２

１５０

６１，９３９

１６，９２１

４５，０１８

 

 

  

２．事業概要（直轄） 
（１） 平成１４年度 直轄特定漁港漁場整備事業実施箇所数 

 

漁港漁場整備法に基づき、従来の修築事業にかわり、特定漁港漁場整備事業が創設され

た。 

漁港漁場整備長期計画の初年度となる平成１４年度における直轄特定漁港漁場整備事業で

は、北海道の第３種１８港（新規３港）、第４種１５港（新規２港）の３３港について整備を行う。 

☆新規着工漁港 

第 ３ 種 漁 港 第 ４ 種 漁 港 

苫   前 古   平 ☆ 美   国 

寿   都 熊   石 久   遠 

青   苗 福   島 江   良 

☆ 函   館 臼   尻 砂   原 

追   直 ☆ 登   別 三   石 

様   似 厚   岸 落   石 
 

東   浦 抜   海 遠   別 

雄   冬 余   別 大   島  

庶   野 大   津 ☆ 歯   舞 

温根元 羅   臼 宇登呂 

☆能   取 サロマ湖 元稲府 
 

 

  



 

（２） 平成１４年度における重点施策 

 

 北海道の水産業は、我が国の漁業生産量の約４分の

１を占めるなど、水産物の供給基地として大きな役割を

果たしている。 

 

 本格的な２００海里体制の定着、周辺水域における水

産資源水準の低下等により、漁獲量の減少、担い手の

減少・高齢化の進行、水産業を支える漁村の活力の低

下等の厳しい状況にある。 

 

 今後とも北海道が、安全な水産物を安定的に供給する

我が国の食生活を支える水産基地として発展を図るた

めに、特に以下の事項に重点を置き必要な水産基盤整

備を推進する。 

 

  

１） 

 

資源管理型漁業の推進 

 

 

 水産資源が低迷する中で、将来にわたり限りある水産資源を持続的に活用していくことを目指

す資源管理型漁業の推進を図るため、大津漁港において漁業取締船の係留に対応した施設の

整備を推進する。 

  
 

  



 

２） つくり育てる漁業の推進 

 

 周辺水域における水産資源環境を取り巻く状況が厳しくなる中、つくり育てる漁業の推進を図る

ため、追直漁港等において養殖岸壁等の整備を促進する。 

 

 

  

 

３） 水産動植物の生育環境への配慮 

 

 漁港内の静穏度を確保するととともに、豊かな水産資源を育む沿岸域の自然環境に配慮し、水

産動植物の生育環境の創出をも図るため、雄冬漁港等において、藻場機能を付加した防波堤の

整備を推進する。 

 

 

  



 

４） 環境・衛生管理型漁港づくりの推進 

 

 水産物の生産・流通の拠点として、衛生的で安全かつ効率的な水産物の供給を図るため、羅臼

漁港等において、直射日光を遮断して水産物の鮮度保持等を図る衛生・管理型漁港づくりを推進

する。  

 

 

  

５） 漁業就労環境の改善 

 

 漁業就労者の高齢化が進行する中、特に冬季における北海道の厳しい自然条件下での就労環

境の改善等を図るために、古平漁港等において、防風防雪施設等の整備を推進する。 

 

 

 

  



 

平成１４年度 官庁営繕事業の概要 

  

１．官庁営繕事業予算総括表 
(単位 ： 百万円）

事         項 直轄･補助別 事   業   費 

    

官庁営繕費 

     

 施設整備費 

  旭川地方合同庁舎 

  函館税務署 

  旭川東税務署 

     

    

 施設特別整備費 

（うち一括配分） 

    

    

    

合    計 

（うち一括配分） 

    

    
 

  

  

  

  

直  轄

直  轄

直  轄

  

    

直  轄

    

  

    

  

直  轄

    

     

  

２，３００

 １，５００

 ５００

 ３００

８０２

（８０２）

３，１０２

（８０２）

 

注） この他に支出委任、受託工事として３，７６４百万円がある。 

四捨五入の関係で、合計と内訳が一致しない場合がある。 
 

  



 ２. 官庁営繕関係の主要工事  
 

１． 所管予算主要工事 

 

（１） 旭川地方合同庁舎新営工事（Ⅰ期）(継続)                   

   工事概要  庁舎～鉄骨鉄筋コンクリート造６階建、地下１階    13,760m2 

   予定工期  平成１３年度～平成１６年度  

   工事個所  旭川市  

   入居官署  旭川開発建設部、旭川地方気象台 

 

（２） 函館税務署庁舎新営工事(継続)                      

   工事概要  庁舎～鉄筋コンクリート造３階建              4,061m2 

   予定工期  平成１３年度～平成１５年度  

   工事個所  函館市  

 

（３） 旭川東税務署庁舎新営工事                           

   工事概要  庁舎～鉄筋コンクリート造４階建              2,770m2 

   予定工期  平成１４年度～平成１５年度   

   工事個所  旭川市 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

２． 支出委任主要工事 

 

（１） 北海道警察機動隊庁舎他新営工事（継続） 

   工事概要  庁舎～鉄筋コンクリート造４階建  7,269m2 

           車庫～鉄骨造１階建         1,771m2 

   予定工期  平成１２年度～平成１５年度  

   工事個所  札幌市 

 

 

 

（２） 産業技術総合研究所低温バイオ棟新営工事（継続） 

   工事概要  研究棟～鉄筋コンクリート造３階建 7,504m2 

   予定工期  平成１２年度～平成１４年度  

   工事個所  札幌市  

 

（３） 帯広公共職業安定所庁舎新営工事(継続)  

   工事概要  庁舎～鉄筋コンクリート造３階建 1,848m2 

   予定工期  平成１３年度～平成１５年度  

   工事個所  帯広市 

 

（４） 釧路地方法務局北見支局庁舎新営工事(継続) 

   工事概要  庁舎～鉄骨造２階建   1,793m2 

   予定工期  平成１３年度～平成１４年度  

   工事個所  北見市   
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